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株式の分割および単元株制度の採用に関する取締役会決議公告 

 

平成２４年５月２６日開催の当社取締役会において、株式の分割および単元株制度の採用に関し、下記の

とおり決議いたしましたので、公告いたします。 

 

記 

Ⅰ．株式の分割 

１． 平成２４年７月１日（日曜日）付をもって、次のとおり普通株式１株を１００株に分割します。 

（１） 分割により増加する株式数 普通株式 １,４８５,０００株 

（２） 分割の方法 平成２４年６月３０日（土曜日）（当日は休日につき実質的には平成２４年６月

２９日（金曜日））を基準日として当日最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式

１株につき１００株の割合をもって分割する。 

 

２． 発行可能株式総数 平成２４年７月１日（日曜日）付をもって、当社定款第５条を変更し、発行 

 可能株式総数を４,７５２,０００株増加して４,８００,０００株とします。 

 

３． その他、この株式の分割に必要な事項は、今後開催される取締役会において決定します。 

 

Ⅱ．単元株制度の採用 

Ⅰ．の株式の分割の効力発生を条件として、平成２４年７月１日（日曜日）付をもって、当社定款第５条

を変更し、単元株制度を採用し売買単位を１株から１００株に変更します。 
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お知らせおよびご注意 

１． 株式の分割後のご所有株式に関するご案内は、平成２４年７月２５日（水曜日）にお届出のご住 

所あてにご送付申しあげる予定でございます。 

２． 平成２４年７月１日（日曜日）付にて、株式の分割により増加した株式数が、お取引の証券会社 

等（特別口座の口座管理機関を含む）の振替口座簿に記録されることになります。 

３．  

（１） 住所変更等の各種お手続きは、お取引きの証券会社等までお申し出ください。 

（２） 特別口座に関する各種お手続きは、下記の口座管理機関までお申し出ください。 

特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社 

お問い合わせ先 〒１８３－８７０１ 東京都府中市日鋼町１番１０ 

電話 ０１２０－１７６－４１７（フリーダイヤル） 

以上 

 


